
専門家派遣事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、わかやま企業成長戦略推進事業費補助金交付要綱に基づき、公益財

団法人わかやま産業振興財団（以下「財団」という。）が実施する専門家派遣事業（以

下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。   

（用語の定義） 

第２条  この要領において「中小企業者等」とは、中小企業支援法（昭和３８年法律第１

４７号。）第２条第１項に規定する中小企業者及び創業を目指す個人であって、和歌山

県内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。 

２ この要領において「専門家」とは、中小企業者等に対し専門的見地から適切な診断・

助言を行うために財団に登録した者をいう。 

（事業の目的） 

第３条  本事業は、中小企業者等が抱える様々な経営課題等に対して財団が専門家を派遣

し、適切な診断・助言を行うことにより、中小企業者等の順調な発展・成長を促進する

ことを目的とする。 

（専門家の募集及び登録） 

第４条 専門家の募集は、原則、公募とする。 

２ 専門家の登録の条件は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当することとする。 

（１） 原則として和歌山県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県又は滋賀県に所在す 

る者で、専門分野が本事業の目的と合致する者 

（２） 中小企業診断士等の公的資格を有する者又は専門分野において５年以上の実 

  務経験を有する者 

３ 財団は、専門家登録を希望する者から専門家登録申請書（別記第１号様式）を提

出させ、必要に応じて面談を行い、新規登録面談シートを作成の上、登録の可否を

判断する。 

４ 財団に専門家登録されていない者を中小企業者等が希望し、かつ、財団が特に必

要と認めた場合は、その者を前項の規定の例により、随時登録することができるも

のとする。 

５  専門家の登録期間は２年以内とし、財団は登録期日前に専門家に対して登録更新

の意思確認を行い、登録更新（新規登録日から１年以内に登録期日を迎える場合に

限り、自動更新）を行うものとする。ただし、登録更新を希望しない又は登録期日

までに意思確認の出来なかった専門家については、登録を失効させるものとする。 

６ 前項ただし書の規定に基づき登録を失効した専門家が再登録を希望する場合は、

第３項の規定に基づき、再登録を認めるものとする。 

（専門家の登録抹消） 

第５条 財団は、登録された専門家が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場 



合は、登録の抹消を行い、その際、専門家登録抹消通知書（別記第２号様式）によ 

り、当該専門家に対しその旨を通知するものとする。この場合において、登録抹消 

した専門家の再登録は認めないものとする。 

 （１）登録内容や報告に虚偽があることが判明した場合 

 （２）社会的信用を失墜する行為を行った場合 

 （３）その他、専門家として不適格と財団が判断した場合 

（派遣の申込み） 

第６条 専門家の派遣を希望する中小企業者等は、専門家派遣要請書（別記第３号様式） 

を財団に提出して申し込むものとする。 

２ 財団は、前項の専門家派遣要請書の提出があった場合は、要請内容の当該事業目的 

との適合性等について審査し、適正であると認めたときは。専門家派遣の対象企業とし 

て選定するものとする。 

（専門家の選択又は選定） 

第７条 中小企業者等は、原則として登録された専門家を選択することができるものとす

る。ただし、中小企業者等が当該専門家との間で、従前から継続して助言を受けるなど利

害関係がある場合等は、この限りでない。 

２ 中小企業者等が専門家について知見がない場合は、財団は要請内容に合致した専門家

を選定するものとする。 

３ 財団は、専門家の選定に当たり、必要に応じて専門家と中小企業者等との事前打ち合わ

せ（以下「マッチング」という。）を行うものとする。 

（専門家の派遣） 

第８条  財団は、中小企業者等の要請内容に応じて、単独又は複数の専門家に診断・助言を 

依頼することとし、診断・助言を受ける中小企業者等の概要及び具体的内容を専門家 

に提示し、専門家から専門家派遣診断・助言計画書（別記第４号様式）を提出させる 

ものとする。 

２ 専門家の派遣の実施期間は、原則として当該年度の３月末までとする。ただし、財団 

が翌年度も継続して実施する必要があると認めるときは、翌年度の本事業に係る予算の 

成立を条件として翌年度の３月末まで派遣を実施できるものとする。 

３ 専門家の派遣回数及び診断・助言時間の上限は、別表のとおりとする。 

（中小企業者等の要請取り下げ及び専門家の辞退） 

第９条 第６条の規定に基づき専門家派遣要請書を提出した中小企業者等が要請の取 

り下げを希望する場合は、専門家派遣事業要請取り下げ書（別記第５号様式）を、 

財団に提出するものとする。また、専門家が辞退を希望する場合は専門家辞退届 

（別記第６号様式）を財団に提出するものとする。 

（報告書の提出） 

第１０条 専門家は派遣業務が終了する度、専門家派遣助言報告書（別記第７号様 



式）を速やかに財団に提出するものとする。 

２ 財団は、本事業に係る診断助言が終了した後速やかに、専門家から専門家派遣助

言完了報告書（別記第８号様式）を、診断・助言を受けた中小企業者等から専門家

派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する報告書（別記第９号様式）をそれぞれ

提出させるものとする。 

（企業負担金及び専門家の診断助言経費） 

第１１条 財団がマッチングに当たり支払う経費は旅費交通費とし、専門家から請求書が 

提出された後、支払うものとする。 

２ 財団が診断・助言に当たり専門家に支払う経費は謝金及び旅費交通費とし、その

他の経費については対象外とする。なお、謝金は財団講師謝金等支給基準に定める

額とし、旅費交通費は財団給与規定等第１６条に定める額とする。 

３ 財団は、第６条の規定に基づき選定された中小企業者等から、専門家派遣に係る

謝金の３分の１の額を企業負担金として、原則として派遣開始前に徴収するものと

する。 

４ 専門家への診断助言経費は、前条第２項の規定に基づく専門家派遣助言完了報告

書、専門家派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する報告書及び請求書が提出さ

れた後、支払うものとする。ただし、派遣専門家から要請があったときは、既に終了

した回数分の範囲内で財団が必要と認めるものについては、実施済み分の専門家派

遣助言報告書を確認の上、必要な範囲の診断助言経費を支払うことができる。 

５ 第３項の規定に基づき徴収した企業負担金は、前条第２項により提出された報告

書を精査し、実施時間が当初計画より減少していた場合は、余剰分を返金するもの

とする。 

（専門家の守秘義務） 

第１２条  専門家は、本事業により知り得た中小企業者等の秘密を厳守するととも 

に、これを自己の利益のために利用してはならないものとする。 

（事後分析及び効果の検証） 

第１３条 財団は、第１０条の規定に基づき提出された報告書等により診断・助言の 

内容について分析を行うとともに、適宜診断・助言を受けた中小企業者等に対して 

ヒアリング等を実施し、事業効果の検証に努めるものとする。 

（事業の周知） 

第１４条 財団は、本事業による診断・助言を得て経営の向上等が見られた事例を、 

支援を受けた中小企業者等の了解を得てインターネット等を活用して広く情報提供 

し、本事業の周知に努めるものとする。 

（その他） 

第１５条 本事業の実施により、中小企業者等に不利益が生じた場合、また、中小企 

業者等の従業員あるいは専門家の身体・財産に危害が生じた場合、財団は一切その 



責任を負わないものとする。 

（補則） 

第１６条  この要領に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成３１年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和２年１０月２６日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和４年５月１８日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和５年３月２８日から施行する。 

  



別表 

＜診断・助言の回数及び時間の上限＞ 

種別 診断・助言の分野 

診断・助言に係る上限 

時間 回数 期間 
企業負担金 

(税別) 

通常型 

創業・新店舗開業、 

ブランディング、 

経営管理、生産管理、 

５Ｓ、品質管理 等 

延べ 

３０時間 

以内 

１０回 

以内 
派遣開始日 

～ 

翌年度末 

まで 

６万円 

以内 

長期型 
下記のような長期間に 

亘る課題 等 

延べ 

１００時間 

以内 

２０回 

以内 

２０万円

以内 

 

 

長期型のケース 

 

１，製造現場やビジネスプロセスの全体最適化に対する指導・助言 

製造現場の部分的な生産性向上・工程改善等、比較的短期に改善効果の期待できるも

のとは別に、現場工程の全体の最適化や工場全体のレイアウト変更、サービス業のプロ

セス全体の見直しのような現場全体に係る見直し・改善等の場合は指導が長期間に亘る

可能性がある。  

 

２，中長期的な経営戦略等の見直しに対する指導・助言 

経営環境の急激な変化などで、中長期的に営業形態、ビジネスモデルの見直し等が急

務の事業においては、短期的な指導・助言だけではなく、一定の期間をおきながら事業

転換など試行錯誤を繰り返す必要が出てくるような場合は、指導が長期間に亘る可能性

がある。 

 

３，季節性要素の大きい事業の改善に対する指導・助言 等 

一部のサービス業、飲食業、一次産業関連事業など、季節性要因の大きなビジネスモ

デルに対する指導・助言の場合は、年単位で検証する必要が出てくる場合が考えられ、

この場合指導が長期間に亘る可能性がある。 


